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　たくっちノベルティ　会員向け販売のお知らせ
　このたび、会員の皆さまを対象に、お客様への譲渡や宣伝等にご活用いただくため、大阪宅建協会
キャラクター「たくっち」のノベルティを販売することになりました。下記ノベルティにつきまして、
購入を希望される商品の個数をご記入の上、大阪宅建協会　企画事業部までFAX（06-6809-4462）を
お送りください。

（在庫分の販売になりますので、在庫が無くなり次第終了となります。）
１　たくっちビニール袋 ２　たくっちクレラップ ３　たくっちフリーザーバッグ

４　たくっちボールペン
（インキ色：黒）

５　たくっちミニぬいぐるみ ２～５の大きさ比較

 １セット値段（税込） ①
　￥100　【10袋入り】
　￥600　【10個入り】
　￥400　【10個入り】
　￥700　【10本入り】
　￥800　【5個入り】

購入希望セット数②
　　　　　  セット
　　　　　  セット
　　　　　  セット
　　　　　  セット
　　　　　  セット

　　合計（①×②）
 ￥
 ￥
 ￥
 ￥
 ￥

番号
１
２
３
４
５

　　　　　品名
たくっちビニール袋
たくっちクレラップ
たくっちフリーザーバッグ
たくっちボールペン（黒色）
たくっちミニぬいぐるみ

※送料は別途かかります。
総額 ￥　

会　社　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（　　　　　　　 　）店
住　　所：
氏　　名：
免許番号：大臣・大阪府知事 　（　　）　　　　　　　　号
電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　FAX番号：
注文書送付先FAX：06-6809-4462

※注文書到着後、内容確認のため、折り返しご連絡させていただきます。
※内容確認後、請求書を郵送させていただきます。
　（お支払いは銀行振込のみです。振込手数料は貴社にてご負担下さい。）
※振込確認後、商品を協会本部または丸二倉庫（株）から着払いにて送付させていただきます。
※不良品以外の返品は不可とさせていただきますので、ご了承ください。
問い合わせ先：大阪宅建協会　企画事業部（担当：花立）　TEL：06-6809-4461

☆たくっちノベルティ　注文書☆

◉規約違反に対する違約金課徴の広告事例
◉不動産開業支援セミナー　開催のお知らせ
◉規約違反に対する違約金課徴の広告事例
◉不動産開業支援セミナー　開催のお知らせ

「不動産テックを
  知っていますか？」特集

ハナタテ



不動産テックの普及で変わっていく業界

不動産テックとは、不動産とテクノロジーを組み合わせた造語。
テクノロジーの力によって、不動産業界が抱える課題を解決し、旧態依然として
いる慣習を変えていこうとする価値や仕組みのことです。そのサービス範囲は
多岐にわたり、業界においてこれから重要な位置を占めることになります。
今回はその基礎知識やサービスなどについて解説していきます。

代表的なサービスやその概要について見ていきましょう。「不動産テック」を
  知っていますか？

　他業界に比べて、IT 化が遅れているといわれている不動産業
界。経験値を積んだベテランや社員の頑張りにたよるところが
多いというのもありますが、不動産テックの導入により、業界全
体が一変することが期待されています。
　業務の効率化や利便性の向上が図れることから、少子高齢化
による“人手不足”の対策としても有効といえるでしょう。

不動産テックのサービスとして定着している「不動産ポータルサイト」
　不動産ポータルサイトの普及によって、インターネットを通し
て一般の方でも物件情報が手に入るようになりました。
　広く公開することで、不動産取引の透明性が向上し、情報の
質は信頼性の高いものとなってきています。
　インターネットは、公開する側だけでなく、利用する側も情報
を発信することができます。このような双方向性のある媒体を
介することで、不動産業界の信頼を失うような一部の業者によ
る「おとり広告」は淘汰されていくことになるでしょう。

おとり広告の事例でみる、双方向性のある媒体とは

偽りの情報が淘汰され、正しい情報に収束される！

知っておきたい、不動産テックの各種サービス

VR（バーチャルリアリティー（仮想現実 )）
ゴーグルのような形をした「ヘッドマウントディスプレー」を
頭部に装着すると、コンピューターによって作られた仮想世界
を現実世界のように疑似体感できる技術です。ゲームで使わ
れているのを見たことがあるかもしれませんが、最近では竣工
前の物件や遠方にある物件を VR を使って内見するというよう
な動きもあります。また、入居中でも VR を使えば内見ができ
るというのもポイント。例えば、
卒業を控えている学生の部屋
は事前に退去することが分
かっています。VR で内見が
できれば早い段階から募集が
でき、空室期間の短縮が期待
できます。

IT重説
2013 年 6 月14日に『世界最先端 IT 国家創造宣言』が閣議決定
されました。この宣言の中にインターネットを使った重要事項
説明（以下 IT 重説）も含まれており、303 社が社会実験に登録。
検証を重ねて、2017 年 10 月から賃貸物件の取引で IT 重説が
可能となりました（売買は 2019 年 6 月から社会実験を実施）。
遠方や忙しいお客様の負担を軽減できるとあって、導入する
ことで他社との差別化につ
ながりそうです。

電子契約
“郵送対応となる契約・更新業務は手間も費用もかかる”とお
悩みの方も多いのではないでしょうか。電子契約はインター
ネット上で業務が完結できるという優れもの。書類に不備が
あった場合、ネット上でやりとりができるのもうれしい点です。
印紙税の削減や締結までの時間が短縮できるのもメリット。お
客様にとっても、場所を選ばずパソコンやスマートフォンを
使って必要項目を入力すればい
いので、手書きや捺印の手間が
省けます。

スマートロック
スマートフォンなどを使って、カギを開け閉めできる機器やシステムのことを“スマートロック”と呼んでいます。
ドア内側のサムターンの上に取り付けるタイプが多く、大掛かりな工事が必要ないのがメリットです。入居者は
アプリをダウンロードすればスマートフォンで開閉ができるようになり、カギの持ち歩きが不要。有効期限付き
でカギ開錠の権利が第三者に与えられるので、自社の管理物件を仲介会社が案内する際に、カギの受け渡しの手
間が省けます。また、キーボックスに保管しているカギを複製されて空室を悪用されることも防止できます。

IoT
IoTとは、Internet of Things（モノのインターネット）の略です。
モノをインターネット経由で通信させることで、家電などの遠
隔操作をしたり、室内の状況をチェックしたりすることが可能
となります。
夏は帰宅前にエアコンをつければ、あのモワっとした雰囲気と
はおさらば。「カギを閉め忘れた
かも」と不安になったときでも、
スマートフォンから施錠ができ
る商品があり、“安心で快適な暮
らし”をお客様に提供できます。

スマートロック「NinjaLock」
※参考画像

このように、不動産テックには無限の可能性があり、今回ご紹介した以外にも、AIやビッグデータを活用した価格提案や査定サー
ビス、募集・管理などが一括管理できるクラウドシステムなどがあります。データの自動分析やインターネットでのやりとり
が増えると、お客様との関わりが希薄になってしまうように感じるかもしれませんが、単純作業などが効率化できれば、その
浮いた時間を使ってお客様へ深い提案ができるという考え方もできます。ビジネスチャンスを逃さないためにも、今後は不動
産テックを意識しながら業務を進めていくといいかもしれません。
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   information

1-2 … 特集「不動産テックを知っていますか？」

3 … information

4 … 業務フォローアップ講習のご案内

5-6 … 業界の「いま」を知る！大阪宅建☆ハイライト

7 … 不動産開業支援セミナー開催のお知らせ

8 … 大阪をひとめぐり　どこっち？たくっち！

9-10 … さあ、あなたも。残り３回
実践！ビジネス交流会のご案内

11-12 … 規約違反に対する違約金課徴の広告事例

12 … 会員限定弁護士による無料法律相談

13 … 不動産広告実態調査への協力について（依頼）

13 … 名探偵たくっち～足し算ブロックの謎～

14 … 宅地建物取引業人権推進員「養成講座」のご案内

15-17 … 不動産取引Q＆A～たくっちの実務ノート～

18 … 不動産流通関連サイトのお知らせ

19 …（取引士センター）講演会開催のご案内

20 …（取引士センター）講演録販売のご案内

裏表紙 … たくっちノベルティ会員向け販売のお知らせ

　まだまだ「不動産フェアの秋」真っ盛りっち♪
　ご家族・お友達とたくさんあそびにきてほしいっち～☆�

不動産無料一般相談フェアを開催しています 11月の
不動産フェアを
ご紹介っち

令和元年10月1日現在の情報です

　日　時 開催支部
（市区町村） 　　会　場 　 所在地　　　

　 予定イベント
　11月3日（日）
　　9:30 ～ 16:00

西
(西区）

　西区民まつり
　土佐公園

�西区北堀江4-9
�無料一般相談/記念品配布

　11月3日（日）
　10:00 ～ 16:00

なにわ京阪
（守口市） 　大枝公園ふれあい広場 �守口市松下町3

�無料一般相談/記念品配布/スーパーボールすくい

①　「A2サイズ」から「A3サイズ二つ折り」に変更
②　店頭掲示用「新年あいさつ用ポスター」を今月号に同封
　　（残暑見舞い用ポスターは、2020年7・8月号に同封)
③　従来のA2サイズカレンダーについては、本部または
　　各支部事務所にて先着順でお渡ししております。
　　（1部無料・2部目から＠160円となります）

報酬額表の貼り替えをお願いします
　消費税率引上げに伴い、令和元年10月1日より報酬額表の内容が一部改正されました。
　新しい報酬額表を今月号のたくマガに１部同封しておりますので、事務所に掲示いただいている報酬額表の
貼り替えをお願いいたします。

２０２０年版協会カレンダーの送付について
　例年会員の皆様にお届けしております、大阪宅建協会のカレンダーにつきまして、今月号のたくマガに同封し
ておりますので、ご活用ください。
　なお、6月号にてお知らせしました通り、今年度のカレンダー配布につきましては、以下の通り仕様を変更し
ております。

見やすさ変わらず
省スペースっち�
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業務フォローアップ講習のご案内

《研修内容》
第１部　外国人入居にあたっての注意点（在留資格の確認）等

在留カードなど、本人確認・在留資格確認に必要な書類の見方や生活上のトラブル
防止などの外国人の入居をメインに入居までのトラブル防止について説明いたし
ます。

第２部　賃貸借関係の紛争と解決方法～家賃滞納・建物明渡などに関して～
家賃滞納や相隣関係、孤独死や残置物の扱い、建物明渡しの流れや民法改正に伴う
保証人の扱いなど、入居中や退去時のトラブル対応について説明いたします。

　それぞれ、各会の活動内容や専門分野などについても説明いたします。

ご 氏 名
フリガナ

会 社 名

免許番号

電話番号

FAX番号

受講申込書

送り先ＦＡＸ番号：０６－６９４３－８２１１

●申込み完了後に、受付印と受付番号を記入して、ＦＡＸで返信いたします。
●1社につき2名まででお願いいたします。
　受講申込書はコピーしてご利用下さい。
●講義内容に関する質問がある場合は、10月31日（木）
　までに事務局あてにご連絡を頂ければ、事前に講師へ
　お伝えいたします。

受　付　欄 受付番号

日　時：令和元年11月18日（月）　13：30開演 ～ 16：15終了予定　
会　場：大阪府宅建会館　2階大会議室　（大阪市中央区船越町2-2-1）
講　師：第１部　大阪府行政書士会　理事　国際担当　岡田　恭典　氏　　　　　　
　　　　第２部　大阪司法書士会　副会長　谷　嘉浩　氏　　　　　
受講料：無料
主　催：大阪宅建協会　研修委員会
問合せ：大阪宅建協会　法務部（担当：花岡）TEL：06-6941-8197
申込み：下記申込書に必要事項を記入し、FAXにてお申込み下さい。（定員：先着 100名）

賃貸借契約の注意点　～入居前・入居後のトラブル対策～

実 施 概 要

（大阪宅建協会��法務部）
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   業界の「いま」を知る！ 大阪宅建 ☆ ハイライト

第４回理事会・幹事会合同会議　報告
【会議】
（一社）大阪府宅地建物取引業協会・
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
第４回理事会･幹事会合同会議

【日時／場所】
９月27日（金）15：15～
大阪府宅建会館　２階大会議室

【審議事項】
■総会準備委員会編成（案）に関する件
原案どおり部会要員の編成を承認。
■特殊詐欺の根絶に係る協定（案）に関する件
大阪府警察本部及び全日本不動産協会大阪府本部
との三者協定の締結を承認。

■入会手続規程の一部改正に関する件
入会審査に関する規定の一部改正を承認。
■大阪宅建版書式に関する件
大阪宅建版書式の作成を承認。

【報告事項】
■新入会員承認
■行政処分（免許取消）による会員資格喪失者
■廃業等による会員資格喪失者
■SREホールディングス（旧ソニー不動産）との契約
変更に伴う覚書締結
■大阪府宅建会館賃料改定
■関連団体報告
■職員人事
■各委員会報告

叙勲・褒章・大臣表彰を受けられた会員はご連絡ください

１．該当要件 ： 正会員の方で、2019年中に、叙勲・褒章・大臣表彰を受賞された方
２．連絡期限 ： 2019年11月26日（火）
３．連 絡 先 ： 所属支部事務局
４．注意事項 ： ①　大阪府知事表彰は対象となりません。
　　　　　　　 ②　各支部よりご連絡いただいた顕彰対象者の方について、綱紀自主規制委員会
　　　　　　　　　 で審査した上で決定させていただきます。
　　　　　　　 ③　産業功労により叙勲・褒章・大臣表彰を受賞された方は、当協会が推薦して
　　　　　　　　　 おり受賞状況を把握しておりますので、ご連絡は不要です。

※�ご不明な点については、大阪宅建協会　法務部（担当：福田）まで　TEL：06-6941-8197　

　大阪宅建協会では、毎年１月に開催する「各種表彰受賞者合同祝賀式典」において、当該年度に産業功労による
叙勲・褒章・国土交通大臣表彰ならびに大阪府知事表彰の受賞者を、会長から顕彰しています。
　この機会に、産業功労以外の分野による叙勲等の受賞者につきましても、併せて顕彰させていただきたいと
存じます。
　つきましては、下記の要件に該当する方がおられましたら、所属支部までご連絡いただきますようお願いいた
します。
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新入会員（2019年８月度）　
支　部 商　号 氏　名 事務所所在地 電話番号 免許番号

新大阪

㈱ネクストワイフィールド 吉 田　 順 次 淀川区木川東3-5-21-5D 06-6829-6964 ①61269

㈱ゆう経営コンサルティング 益 塚　 友 和 淀川区西中島7-1-20　第1スエヒロビル3F 06-6300-7730 ①61264

㈱NAGOMI　HOUSE 伊 藤 　 崇 東淀川区瑞光4-7-11 06-6323-7531 ①61245

北

㈱ナインテラス 宮 尾　 賢 太 北区堂島浜2-2-28　堂島アクシスビル3F 06-6123-7931 ①61177

ウメトク不動産㈱ 福 嶋 　 豊 北区茶屋町3-7 06-6372-6664 ①61214

㈲いずみコーポレーション 江 﨑　 広 之 北区西天満4-7-12 06-6315-0739 ①61218

㈱アプレイザル総研 小 林　 穂 積 北区西天満1-10-16 06-6315-5111 ①61223

リアルエステートオンライン㈱ 夏 目　 三 法 北区曽根崎新地2-3-13 06-6147-7790 ①61229

㈱K'sエステート 小 林 　 篤 北区堂島1-3-9　日宝堂島センター 1F��A 06-6458-1234 ①61174

中央

嘉富㈱ 香 川 　 晨 中央区南船場2-11-9　チサンマンション心斎橋206 06-6136-6355 ①61304

植田プランニング 植 田　 美 穂 子 中央区谷町1-6-4　天満橋八千代ビル9F 06-6467-4320 ①61251

㈱HOME　JAPAN 飯 村 　 欣 中央区南船場1-3-5-901 06-6265-0668 ①61262

㈱ビヨンクールダイレクト 荒 井　 正 敏 中央区南船場1-16-13 06-4708-1201 ①61266

西

㈱インサイドリアルエステート 井 上　 照 雄 西区南堀江4-17-18 06-7777-7310 ①61283

㈱謙心 長 瀬　 大 輔 西区京町堀2-14-20　内外うつぼビル1009 06-6110-5993 ①61086

㈱KUFU 藤 原　 將 博 浪速区恵美須西1-3-8　 06-6636-7801 ①61246

なにわ南

㈱K.clan 河 端　 紗 都 子 住吉区殿辻2-2-12 06-6556-9534 ①61277

㈱Fix　Estate 森 川　 晋 三 郎 住吉区長居東3-13-31　アメニティ長居公園202 06-6654-7862 ①61253

合同会社　八嶋アセット 嶋 津　 周 平 西成区玉出西2-10-22-1416 06-7502-6536 ①61263

㈱ジャスト 山 口　 隆 洋 西成区岸里2-5-4 06-4791-0005 ①61270

なにわ東

石丸不動産㈱ 石 丸　 桂 司 天王寺区生玉前町5-28-501 06-6777-1857 ①61224

㈱ミナクル建設 荒 川　 博 昌 生野区巽北1-19-22　シャトー晃成103 06-7162-7320 ①61243

㈱魁 槇 田　 周 平 生野区巽東3-12-11　メゾンダイコー 502 06-6753-8890 ①61294

なにわ阪南 eight　estate 中 野　 勝 晃 阿倍野区阪南町4-3-22 090-6969-1583 ①61285

北摂 ㈱住空間創造 辻 　 英 雄 豊中市蛍池中町4-4-11　エアーセンターハイツ202 06-6335-4872 ①61256

北大阪

不動産売却相談所 冨 田　 治 彦 吹田市泉町1-22-21-203 06-6318-9643 ①61249

大阪中小企業アールネット事業協同組合 叶 　 順 哉 摂津市鳥飼中2-1-6 072-665-5225 ①61238

㈱関不動産 関 　 暁 輝 摂津市鳥飼中1-10-13 072-657-8843 ①61237

東大阪八尾 光洋商事㈱ 岡 島　 和 男 東大阪市足代2-2-23 06-6720-2277 ①61252

南大阪 ㈱米田建築 米 田　 英 司 松原市天美東1-63-7 072-332-1125 ①61278

2019年8月末現在の会員数は��正会員　8,021名���準A　670名���準B　4,926名�
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大好評　実践！ビジネス交流会を開催しました

    大阪をひとめぐり  どこっち？ たくっち！    

　９月４日（水）、地域で活躍している会員を全国からお招きし、“マジメな話を気軽にしよう！”をスローガンに
掲げる「実践！ビジネス交流会」の第３回が開催されました。
　今回は神奈川宅建所属の有限会社東郊住宅社さんに、「管理物件の資産価値をアップさせたトーコーキッチン」
をテーマにご講演いただきました。
　池田さんは、“貸主と借主双方に喜んでもらう”を信条とされ、貸主とは物件の価値を高めるパートナーとして、
二人三脚でビジネスに取り組む信頼関係を築き、借主には安心して住み続けられ、自慢したくなる入居者サービ
スを提供することを追求されています。
　安くて健康的なメニューを毎日提供するおしゃれな入居者専用食堂「トーコーキッチン」は、これまでの物件選
び・入居条件の概念を覆し、「トーコーキッチンの近くに住みたい」という憧れのブランドになりました。
　グループワークでは、“自社をどのようなブランドに育てたいか”、“お客さんにどんなイメージを持ってもら
いたいか”について、受講生それぞれに目指すカタチが語らわれました。
　「実践！ビジネス交流会」は、毎回それぞれに気づきのヒントがあり、エリアや業態を越えた仲間づくりを目指
しています。経済番組出演や講演で活躍される会員講師の生の声を聴くことができるのは、大阪宅建会員のみ！
詳しくは本誌９ページをチェックして下さい‼

入居者専用食堂「トーコーキッチン」入居者専用食堂「トーコーキッチン」 池田峰さんの志とは池田峰さんの志とは 受講者の胸を打ちました受講者の胸を打ちました

大阪府知事に要望しました
　９月27日（金）、大阪府庁に訪問し、吉村洋文大阪府知事に「私道の給水管埋設時の承諾書撤廃」、「心理的瑕疵
に関するガイドライン制定」等について要望しました。
　本要望活動は、（公社）全日本不動産協会大阪府本部（全日本不動産政治連盟大阪府本部）と合同で行い、団体の
垣根を超えた業界全体の要望として強く訴えました。

ラビーちゃんと一緒に要望したっち
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　この交流会では、成功を収めた会員企業から取組事例を学び、実践に活かすことを目的としています。
　講師として、全宅連が毎年発刊している「Renovation」に掲載された、皆様と同じ会員企業を迎え、各地域や各
業態における実践について講演していただきます。
　その後、講演テーマをもとに、「私たちとの共通点、共感するところはどこか？」「その中で、私たちとの違いは
何か？」をベースに、参加者による意見交換を実施します。
　「マジメな話を気軽にする」ことで、会員間の交流をより一層深めて下さい。

会員企業の取組事例を学び、実践に活かす

 

実践！ビジネス交流会実実実実践実践践践践践！！！！ビビビビジジジジネネネネスススス交交交交流交流流流流流会流会会会会会

同 じ 宅 建 業 者 の 成 功 例 や ノ ウ ハ ウ を 直 接 学 ぶ チ ャ ン ス

実践！ビジネス交流会に参加された方々の声
第１回 ~ 第３回

アンケートより

　参加を迷いましたが、とても
良い時間でした。
　参加者の方と深く話せて、長
く付き合った友人のような感覚
になりました。

（第１回アンケート）

　質疑応答がとても充実してい
てよかった。
　今日の様な大阪以外の会社の
成功事例は、大変勉強になりま
す。
　　　　　　（第２回アンケート）

　途中で泣けてきた、本質と
は？を感じとれた。日常業務に
おわれて、努力を忘れがちにな
るので気持ちの引き締めになり
ました。

（第３回アンケート）

開 催 概 要 「既存住宅を知識とサービスコンテンツで差別化する」
価値住宅株式会社　　　　　　　　氏（東京宅建）高橋 正典 
　「買いは情報・売りは信頼」のこの業界で、既存住宅に対する情報の非対称性を解消するため何をすべきか？
　価値住宅はインスペクション・住宅履歴書などをすべての物件に実施。「売却の窓口」という同社が運営するボラ
ンタリーチェーンは、2014年度国交省の「中古不動産取引における情報提供促進モデル事業」に採択される。
　顧客への企画提案だけでなく契約後の維持管理も重視し「生涯顧客化」を掲げている。購入→維持管理→売却と同
じ顧客と継続的に取引することで「10年間で両手取引」の循環型ビジネスモデルを実践。
　VＲによるホームステージングなど不動産テックも積極的に活用している。

日  時   令和元年11月5日（火）
　　【講演会】14時～17時
　　【懇親会】17時～18時

会  場   大阪府宅建会館２階大会議室
  （大阪市中央区船越町2-2-1）

受講料 【講演会】¥2,000
【懇親会】¥1,000

お問合せ先：大阪宅建協会 企画事業部

☎ 06 - 6809 - 4461
お申込み：申込欄に記載のうえ下記までFAX

　 06 - 6809 - 4462

新たな
気づきは
あった？

参加者
満足度

人脈づくり
のキッカケ
になった？

94％ 96％ 86％

（上記の数値は、第１回 ～ 第３回のアンケート結果より算出しております。）

全国各地域の成功者から学ぶ全国各地域の成功者から学ぶ
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「地域の和をもって一人ひとりを活かす」

　不動産会社がそこまでするか？大里綜合管理が実施している地域貢献活動は300近く
ある。しかし、同社は着実に売上・利益を上げるビジネスモデルを持っている。
　右手に理想、左手にマネジメントを持つことが矛盾しないことを体現し、企業経営に
ISO（品質・環境）を採り入れている他、地域のデータや同社にかかわった人々のデー
タも収集・分析する。
　そんな同社の理念や思い、具体的活動から何を学び、そしてどう活かすのか？
　“気づく力”を鍛えるエッセンスが興味深い。

大里綜合管理株式会社

野老 真理子 氏

「"会社の発展と個人の幸せの一致"を目指す企業での経営者の役割」

千 葉 宅 建

有限会社ﾌｧｰｽﾄ･ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ

武樋 泰臣 氏
　第5回「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」の特別賞を受賞したファースト・コ
ラボレーションは、“社員が主役で会社は夢を実現するためのステージ”という捉え方を
企業経営の軸としている。社員が会社の仲間ともにお客さまに幸せを提供するだけでな
く、そのプロセスが満足感に満ちているかということを大切にしている。
　その中で経営者の役割とは何か「やるべきこと」「やりたいこと」「できること」を
どのようにマネジメントするのか。
　“稼ぐ力”と“幸せ”のバランスや、理念・ビジョンからの目標指標設定などをベース
とした同社の取組は、「おもてなし経営企業選」「ダイバーシティー経営企業選」他、
多くの選出・受賞が示すように、高く評価されている。

高 知 宅 建
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～　綱紀自主規制委員会からのお知らせ　～
　（公社）近畿地区不動産公正取引協議会が、違約金課徴の措置を講じた広告事例を一部抜粋して紹介し
ます。
　近年は、規約違反事業者に対する措置の厳罰化が進んでおりますので、今一度、広告表示を見直し、「不
動産の公正競争規約」その他関係法令の遵守をお願いいたします。

規約違反に対する違約金課徴の広告事例

Ａ社：大阪市北区所在　免許更新回数（１）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫　
対象広告：インターネット広告（ヤフー不動産）

賃貸住宅１物件
■おとり広告（架空物件）
◎架空の部屋番号を用いて、ポータルサイトに賃貸マンションの登録を行い、あたかも実在するかのよ
うに「賃料：2.3万円」「管理費・共益費等：7,000円」「敷金：なし」「保証金：なし」「礼金：なし」等と記
載し、取引できない架空の賃貸マンションを広告していた。

Ｂ社：大阪府吹田市所在　免許更新回数（１）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫　
対象広告：インターネット広告（ヤフー不動産）

賃貸住宅１物件
■おとり広告（架空物件）
◎賃貸住宅の広告を行っていたが、広告掲載の住戸を特定することができず、顧客を案内することはで
きないことから、物件が存在するか否かにかかわらず、取引不可。

Ｃ社：大阪市中央区所在　免許更新回数（４）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫　
対象広告：インターネット広告（ヤフー不動産）

賃貸住宅２物件
■おとり広告（架空物件）
◎賃貸住宅の広告（２物件）を行っていたが、いずれも広告掲載の住戸を特定することができず、顧客を
案内することはできないことから、物件が存在するか否かにかかわらず、取引不可。

Ｄ社：大阪市西区所在　免許更新回数（１）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫　
対象広告：インターネット広告（ヤフー不動産）

   規約違反事業者に対する措置の厳罰化について
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賃貸住宅１物件
■おとり広告（架空物件）
◎賃貸住宅の広告を行っていたが、広告掲載の住戸を特定することができず、顧客を案内することはで
きないことから、物件が存在するか否かにかかわらず、取引不可。

Ｅ社：大阪市中央区所在　免許更新回数（１）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫　
対象広告：インターネット広告（いえらぶ）

賃貸住宅１物件
■おとり広告（意思なし物件）
◎「賃料　1.7万円」「敷金／礼金　０ヶ月／０ヶ月」と記載していたが、実際には当該物件の賃料は9.2万
円、礼金は賃料の２ヶ月分（18.4万円）が必要であり、広告表示の賃料・礼金では取引不可。

■取引内容の不当表示
◎「取引態様　専任媒介」　⇒　専任媒介ではない。
■取引条件の不当表示
◎保証会社と賃貸保証委託契約の締結を必要とする旨及び保証料不記載。

Ｆ社：大阪市中央区所在　免許更新回数（１）
≪措置：厳重警告・違約金、義務講習会受講≫　
対象広告：インターネット広告（いい部屋ネット）

賃貸住宅３物件
■おとり広告（架空物件）
◎賃貸住宅の広告（３物件）を行っていたが、いずれも広告掲載の住戸を特定することができず、顧客を
案内することはできないことから、物件が存在するか否かにかかわらず、取引不可。
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      不動産広告実態調査への協力について（依頼）
（公社）近畿地区不動産公正取引協議会からのお願い

　近畿公取協では不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び
事業者間の公正な競争を確保するため、「不動産の表示に関する公正競争規約（以下「表示規約」という。）」及び「不
動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約（以下「景品規約」という。）」に違反する疑いのある事実
が認められた事業者に対し調査を行っており、また、規約違反を裏付けるため、物件の元付事業者等、近畿公取
協の構成団体の会員事業者（以下「加盟事業者」という。）からも資料の提出を求めています。
　調査の実施にあたり、元付事業者等の一部にあっては、裏付け調査に対する協力を渋る等のケースが見受けら
れますが、加盟事業者は調査への協力義務があり、近畿公取協は当該調査に協力しない事業者に対して、協力す
るよう警告することができ、この警告に従っていないと認めるときは、違約金を課すことがあります。（表示規
約第26条第３項・第４項、表示規約第27条第６項、景品規約第５条第２項・第３項、景品規約第６条第５項参照）
　つきましては、広告表示及び景品類の提供を行う際は、表示規約及び景品規約を遵守するとともに、調査業務
を適切かつ円滑に実施するため、調査へご協力頂きますようよろしくお願い申し上げます。詳しくは、以下まで
お問合せ下さい。
� ＜問合せ先＞��公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会��　　�
� 大阪市中央区谷町2-2-20　大手前類第一ビル9階
� TEL：06-6941-9561　　FAX：06-6941-9350

プレゼント

名探偵たくっち

解答

（一社）大阪府宅地建物取引業協会 「名探偵たくっち」係
ＦＡＸ：06-6809-4462　Eメール：info@osaka-takken.or.jp
2019年11月15日（金）到着分まで有効とし、商品の発送をもって
当選者の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は商品発送のために使用いたします。

正解者の中から抽選で５名様に、粗品をプレゼントします。クイズの解答・会社名・氏名・
郵便番号・住所・電話番号を明記のうえＦＡＸまたはＥメールで右記宛先までご応募ください。

〒

氏　　名

住　　所

電話番号

会　社　名

Eメールはこちら

懸賞
付き！

Vol.6

前回の答え

Q.

② 柿

すべてのマスに数字を埋め、色つきマスに入る数字を答えてください。

9 1 8 3 8

3 10

6 9 5 5 8

5 9 9

4 5

11 4 4

●タテ６列、ヨコ６列のそれぞれの列に、１～６の数字が必ず一つずつ入ります。
●あらかじめ記された小さな数字は、太線のブロックに入る数字の合計です。
●太線のブロックの中には同じ数字が入ることもあります。

【例】 ※例では１～３の数字を入れます。

4 2 3 1 2
3 8 1 2 3

1 2 3 1
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　業界団体で構成する「不動産に関する人権問題連絡会」と大阪府では、宅地建物取引におけるあ
らゆる人権問題を解消していくため、「人権推進員」を養成しています。
　この講座では、宅地建物取引業に従事するすべての従業者を対象に、宅地建物取引業を行う上
で理解しておかなければならない人権問題や法令等について、分かりやすく解説しますのでぜひ
ご参加下さい。

「大阪府宅地建物取引業における人権問題に関する指針」
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」
「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」
大阪府の「宅地建物取引業法に基づく指導監督基準」　など
※その他、詳しくは、大阪府の「宅地建物取引業とじんけん」のWebサイトをご覧下さい。
　＜ http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/sido-jinken/index.html ＞

宅建業者の皆様へ

○　開　催　日：2019/12/4（水）、2020/2/6（木）
　　　　　　　　（※ 各回とも同じ講義内容です）

○　時　　　間：午後１時30分から午後５時00分まで（受付：午後１時～）

○　会　　　場：全日大阪会館（大阪市中央区谷町1-3-26）
　　　　　　　　～大阪メトロ谷町線『天満橋駅』３番出口より徒歩３分～

○　受　講　料：無　料

お申込み方法　
■　大阪宅建協会　法務部までお申し込み下さい。
　　ＴＥＬ：06-6941-8197
■　大阪府建築振興課へのお申し込みも可能です。
　　ＦＡＸ：06-6210-9731

講座内容に関するお問い合わせ先　
　大阪府住宅まちづくり部　建築振興課

　宅建業指導グル－プ　ＴＥＬ：06-6210-9734

  宅地建物取引業人権推進員「養成講座」のご案内

なくそう！住まいの差別　“ しない、させない、許さない ”　
その身元調査は必要ですか？
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   不動産取引Q＆A　～ たくっちの実務ノート ～

事　実　関　係
　当社は、賃貸の媒介業者である。商業ビルの賃貸人から、賃借人との間の建物賃貸借契約の解除につ
いての相談があった。ビルは4階建ての事務所ビルである。道路に面している1階にはビルの賃借人のた
めの駐車場が4台分ある。
　事務所兼倉庫として賃借している1階の賃借人は、建物の契約とは別途の契約で
２台分の駐車場を賃借しており、駐車場で商品の積み下ろしをする際、他の駐車場
も使用することがあり、時には商品を積み上げた状態を長時間放置していることも
ある。
　ビルの1階は、上階の賃借人やその従業員及び来訪者の通路になっているため、通行に支障をきたした
り、積み上げた商品でビルの美観も損ねている。さらに商品が多いときには、前面の公道に自動車を停め、
商品の搬出入を行うこともあり、道路の通行人や他の自動車の通行に迷惑を及ぼすこともある。

　賃貸人は、「商品を駐車場に長時間置きっぱなしにすることはビルの美観を損ね、商品
の積み上げは、他の賃借人や道路の通行を妨げることがあり、このような行為はやめる
ように。」と賃借人に再三言っているが、賃借人は、「事務所は倉庫としても使用しており、
商品の搬出入は当然である。」と主張し、賃借人の迷惑行為は改善されない。

　賃貸借契約の賃借人の建物の使用目的は、“事務所”と商品置場である“倉庫”であり、賃貸人は、「賃借人
が賃借している駐車場で商品の積み下ろしをすることは仕方がないとしても、建物入口付近への商品の積
み上げや前面道路に自動車を停めての搬出入作業は、ビルの印象が悪くなるのでは。」と懸念している。
　賃貸借契約では、賃借人は、“近隣への平穏な生活を乱す行為を禁止し、使用にあたっては善管注意義
務がある”旨を約定し、賃借人が違反したときは、賃貸人は催告のうえ、契約解除できる契約となっている。

Question

Answer
  結論　“賃借人の行為が賃借物の美観を損ねる”という理由のみでの契約解除
　  は難しいが、その程度が極端なときや、賃貸人や近隣への迷惑行為があれ
  　ば、「賃貸人との間の信頼関係の破壊」により契約解除ができる場合がある。

賃借人が賃借物の美観を損ねる使用をしている場合、賃貸人は、
賃貸借契約を解除することができるか

賃借人が、事務所兼倉庫として賃借しているビルの前の駐車場で商品の
積み下ろしをしているが、頻繁に商品を長時間放置することがある。
賃借人が、事務所兼倉庫として賃借しているビルの前の駐車場で商品の

建物の賃貸人は、賃借人に対し、“賃借人の使用方法がビルの美観を損ねる
行為であること”を理由として契約解除の請求をすることができるか。
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理 由 と 解 説
　賃貸借契約においては、賃借人は、契約または賃借物の使用できる用法に従い賃借物を使用収益する
義務があり、その使用方法に違反した場合は、賃貸人は契約解除ができる（民法第594条第1項・第3項、
同法第616条）。
　また、賃貸借契約においても、賃借人の危険行為、近隣への迷惑行為や賃借物への損害を及ぼす行為
等を禁止し、善良なる管理者の注意をもって使用する義務を定め、賃借人が違反したときは、賃貸人は
催告のうえ、契約解除することができるとする契約が多い。
　賃借人の賃貸借による迷惑行為により、賃貸人が契約解除をできるか否かの判断は、様々な事由が考
慮される。いずれも契約解除になり得るかの行為の内容及び賃貸人と賃借人との間の信頼関係の破壊に
至っているか等により判定される。
　賃借人の迷惑行為が契約解除事由に該当する否かは、迷惑行為の種類、程度、頻度等や、賃貸人が賃
借人に対して注意や中止、改善要求等をしたか、その改善状況等の経緯、迷惑行為を禁止する特約の有無、
行為による他の賃借人や近隣者への影響、迷惑行為を受ける側の受忍限度、等々を総合的に判断される。
　相談ケースでは、賃借人が事務所兼倉庫を使用するにあたり、同時に賃借している駐車場を利用して
商品等を搬出入している。賃貸人は、搬出入それ自体の行為は賃借人の賃借理由から容認しているが、
商品を駐車場に長時間積み置きしていることに対し、美観を損ね、他の賃借人等の通行に迷惑を生じさ
せていることを、再三改善要求したものの賃借人の行為が改善されておらず、賃貸人は賃借人に対して、
契約解除ができると解される。
　同様ケースの裁判例で、「賃借人において、本件建物の前面部分を商品置場として使用してもある程度
やむを得ない点があり、賃貸借契約の解除を認めることは、特段の事由のない限り、いささか酷に過ぎ
る感がないではない」と一定の理解を示しながらも、「賃借人は仮に自己の営業に不便を来すことがあっ
たとしても、契約条項を誠実に順守すべき義務」があり、「本来、軽乗用車の駐車場用地として許された
本件土地の前面空地部分を、商品置場として使用するなどして美観を害する」とし、賃貸人や他の賃借人
や通行人に迷惑をかけていることも考慮し、「再三にわたり前記条項に違反することがないよう申し入
れ、さらに賃借人の行為につき直ちにこれを中止するよう催告したにもかかわらず、賃借人がこれに応
じなかったため、本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をするに至ったこと等の事情を考慮すると、
賃貸人の右契約解除の意思表示は正当である」としたものがある　（【参照判例】参照）。

　　　　参照条文
■ 民法第594条（借主による使用及び収益） 
①　借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
②　（略）
③　借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

■ 民法第616条（使用貸借の規定の準用）
　第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。
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　賃借人は賃貸人との約旨に反し、本来軽乗用車の駐車場用地として許された本件土地の前面空地部分
を商品置場として使用するなどして美観を害するとともに前記のように賃貸人らに迷惑を及ぼし、本件
賃貸借契約に違反しているものと言わなければならない。しかしながら他方、賃貸人は賃借人に対し本
建物を倉庫兼事務所として賃貸していたのであるから、右契約の性質上、賃借人において本件建物の前
面部分を商品置場として使用してもある程度やむを得ない点があり、かかる事実を考慮すると、賃借人
の前記契約違反を理由として本件賃貸借契約の解除を認めることは、特段の事由のない限り、いささか
酷に過ぎる感がないではない。（中略）
　賃貸人は本件建物の賃貸目的を十分承知した上、賃借人に対し本件建物等の使用方法につき厳重な制
限を課し、賃借人もこれを承知して前記条項（賃借人が資材等を放置し美観を損ねる行為及び他の賃借人
並びに近隣に迷惑を及ぼす行為を禁止する旨の約定。違反したときは賃貸人において催告を要せずに賃
貸借契約を解除することができる旨の条項）を設けることを承知したものと言うべきである。
　したがって、賃借人としては仮に自己の営業に不便を来すことがあったとしても、なお右条項を誠実
に順守すべき義務を有するものと言わなければならないにもかかわらず、前記のようにこれを順守しな
かったものであるから、賃借人の義務違反は重大であり、加えて賃貸人が賃借人に対し、再三にわたり
前記条項に違反することがないよう申し入れ、さらに賃借人の行為につき直ちにこれを中止するよう催
告したにもかかわらず、賃借人がこれに応じなかったため、本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示を
するに至ったこと等の事情を考慮すると、賃貸人の右契約解除の意思表示は正当であると言わなければ
ならない。

　　　　  参照判例
　　　　　〔東京地裁平成3年2月25日　判時1403号39頁（要旨） 〕　
　　　　  
　　　　　

1908-R-0207　掲載：2019年８月　公益財団法人不動産流通推進センター「不動産相談」より引用
参照条文・判例は掲載当時のものです。

監 修 者 の コ メ ン ト

　本ケースのような事案、すなわち“用法遵守義務違反”についての契約解除の可否は、俗な言
葉で言えば「程度」の問題である。社会常識の観点からみて、またその賃借目的からみて、やむ
を得ないか、その程度を超えているかで決まるが、問題は美観というより、他の賃借人やその
従業員、来訪者の通行に支障が生じていることが日常的かどうかであろう。
　当該賃借人が「事務所は倉庫として使用しており、商品の搬出入は当然である」と主張してい
ることは、その限りにおいては間違いではないが、だからといって長時間放置してもよいとい
うことにはならない。
　したがって、回答のような手続きを経た上で、賃貸借契約を解除することができると思われる。
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■ レインズのルールを守って、適正な不動産取引を！
　昨今、レインズの利用について相手業者の媒介契約上の地位を無視した

『売主』・『買主』への直接連絡によるトラブルや無断広告事案が多発してお
ります。
　レインズデータは業界全体の重要なデータです。
　レインズの利用にあたっては、あらためて“レインズ利用ガイドライン”をはじめ、
関連する諸規程を遵守し適正にご利用ください。

http://www.kinkireins.or.jp/

■ メールアドレスの確認について（ハトマークサイト）
　ハトマークサイトに登録いただいているメールアドレスに誤りがあると、ハトマーク
サイト並びに不動産ジャパンでの一般消費者からの問い合わせが生じた際に、問い合わ
せメールが登録会員へ届きませんので、メールアドレスの確認・更新についてご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

■ ハトマークサイトの項目追加について
　ハトマークサイトから近畿レインズへの連動公開用項目としてレインズ専用の備考欄
の項目が追加されました。
　従来、レインズへは【備考１（ハトマークサイト）】【備考２（ハトマークサイト）】に登録
された内容が連動しておりましたが、今回新たに、【レインズ専用備考】の項目を追加し、
この項目に登録された内容がレインズへ連動されるようになりました。

   不動産流通関連サイトのお知らせ

ハトマークサイト 連動公開 近畿レインズ

【レインズ専用備考１】
（全角15文字まで） 備考１

【レインズ専用備考２】
（全角30文字まで） 備考２

【レインズ専用備考３】
（全角100文字まで） 備考３

https://www.hatomarksite.com/
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　一般財団法人�大阪府宅地建物取引士センターでは、宅地建物取引士から広く消費者の方々を対象に、「講演会」
が開催されています。
　今回は第27回目として、「民法改正リレー講義　第３回：今からでも間に合う債権法改正�－不動産取引での
重要ポイントを中心に－」をテーマに下記のとおり開催されますので、奮ってご参加ください。

◆ 受 講 料　無　料
◆ 定　　員　200名（申込先着順）
◆ 申 込 先　一般財団法人�大阪府宅地建物取引士センター
　　　　　　 〒540-0036　大阪市中央区船越町２－２－１　大阪府宅建会館３階
　　　　　　 TEL�06－6940－0641　　FAX 06－6944－0267
◆ 申込方法　下記の受講申込書に必要事項を記入の上、郵送又はFAXでお申込みください。
　　　　　　 ＊郵送又はFAXでの受信をもって受付とし、受講票は送付されませんので、当日会場に直接

お越しください。
 　　　　　　　ただし、定員に達している場合は連絡があります。
 　　　　　　　当日、受付にて、出席の方のお名前を確認いたします。

切り取り線

第27回　講演会　受講申込書　（12/2開催）

（氏
ふりがな
名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（取引士登録番号）　　第　　　　　　　号

（住所）　〒

（TEL・FAX・E-メールアドレス）

（勤務先名）

（所在地）　〒

（TEL・FAX・E-メールアドレス）

※ご記入いただいた申込書の内容は当センターが保管し、申込状況等の統計データ及び今後の開催案内に利用させていただく
場合がありますので、ご了承ください。

※講演会場で、これまでに開催した講演会の内容を取りまとめた
「講演録」(税込500円)を販売いたします。

日　時：令和元年12月２日（月）��午後２時00分～午後３時30分
会　場：TWIN21（ツイン21）MIDタワー��20階
　　　　大阪市中央区城見２－１－61 ︵ｈｔｔｐ：⊘⊘ｗｗｗ．ｔｗｉｎ₂₁．ｊｐ⊘)
　　　　ＪＲ環状線・東西線「京橋駅」西口改札から徒歩約６分
　　　　　（「大阪城京橋プロムナード（連絡通路）」を通り抜けます。）
　　　　京阪本線「京橋駅」片町口改札から徒歩約８分
　　　　　（「大阪城京橋プロムナード（連絡通路）」を通り抜けます。）
　　　　大阪メトロ長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」４号出口から徒歩約４分
講　師：弁護士　宇　仁　�美　咲　氏（大阪弁護士会所属）

民法改正リレー講義
第３回：今からでも間に合う債権法改正

－不動産取引での重要ポイントを中心に－

   宅建取引士センター主催　講演会のご案内   宅建取引士センター主催　講演会のご案内
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○購入希望の方は、下記申込書に必要事項をご記入の上、 してください。（当センターウェブサイトのＷｅｂ申込みペー

ジ（ ）からも、お申込みいただけます。）

講 演 録 購 入 申 込 書 ◇申込日： 年 月 日

 一財 大阪府宅地建物取引士センター 行 ： ‐ ‐ （ ： ‐ ‐ ）  

 注
文
部
数

不動産取引に関する最新の裁判例 第２弾 年 月発刊 冊  

 不動産取引の流れにおける実例と留意点－第６回：決済－ 年 月発刊 冊  

 合計部数 冊 合計金額
冊 円

円  

                     お 名 前  

 ご 住 所 〒  

 日中連絡先 Ｆ Ａ Ｘ  

 

・購入希望の方は上記必要事項をご記入のうえ当センター宛に 送信してください。

・お申込みの際にご連絡いただいた個人情報は、出版物の販売以外の目的で使用することはありません。

・書籍と振込用紙を同封しますので、到着後、１０日以内にお振込みください。（手数料はご負担ください。）

※送料は当センターで負担いたします。

 

 

「 講 演 録 」 出 版 の ご 案 内 

定価各 円 税込

各 A4 サイズ 
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そこで！

地中障害物に対しても
Me-my80であんしんです！！

グ
リ
ー
ン

テ
ス
ト
な
ら

あ
ん
し
ん
！

見
え
な
い

リ
ス
ク
は

怖
い
で
チ
ュ
！

「埋設物見舞金制度保証」で、

基礎工事の際、埋設物が発見された場合、

撤去費用をサポートします！！

お
す
す
め

　や
で
ぇ
〜
！！

●買　　主：瑕疵の有無を
 確認していますか？
●売　　主：瑕疵担保責任期間内を
 安心するために？
●仲介業者：瑕疵担保の調査不足を
 問われないために？

ますます重要！！
瑕疵担保責任

契約不適合責任
民法改正（2020年施行）

調　査

診　断

保　証

本社

70120-218-128
無料相談

全国どこでも対応！！

提案・見積 無料
自社ネットワークで
全国対応します。

NE T WORK
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貴社商圏内の生の不動産の動きを
リアルタイム配信︕地域すべての動きを把握︕

相続や差押えなど、
確度の高いターゲット情報が毎月増大︕

POINT1

POINT3

POINT2

POINT4

動きのあった

不動産登記情報把握ツール！

過去 1 年間の登記の動きを簡単検索

業界初、GIS 特許取得

ボタン一つで、謄本取得・データ化

きめ細やかなアフターフォロー

●活用フォロー
定期的に巡回・ご連絡をさせていただきます。
お客様の活用に関するお悩みも解決いたします。
●DM 制作のお手伝い
全国各地の成功されているお客様の事例を基に、
DM 制作のご相談も承ります。
●クレーム対応
お客様では対応しきれないハードクレームがあった際には、
弊社で対応させていただきます。

弊社の安心安全なデータは、おかげさまで、
提供開始から約 1,000 店舗以上のお客様に導入
いただき、継続的にご活用いただき大変ご好評を
いただいております。

簡単操作で検索可能︕︕

貴社商圏内の実際のデータを見てみませんか︖
30 分無料体験トライアル実施中︕

まずは、デモンストレーション画面にて、圧倒的パフォーマンスをご体験ください︕

不動産情報サービス・登記情報コンサルティングのプロフェッショナル

株式会社 JON

エクセルデータ

謄本

パソコンから
ボタン一つで発注︕

GIS(地図情報システム）特許登録済み

不動産登記情報の検索等に関する特許を取得しました。

登録日：平成 25 年 1 月 11 日　特許第 5173631 号

検索JON 相続

TEL 06-6360-7202   FAX 06-6948-8881   E-MAIL jon-web_info@jon.co.jp
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 5 丁目 1－9　新日本曽根崎ビル 4 階 3C

▶初期登録費用　30,000 円（税別）を半額の 15,000 円（税別）に
▶月額利用料金を利用期間内 10％引きにてご提供させていただきます︕

宅建協会会員様 限定 特別価格
例）守口市 22,000 円（税別）/ 月から

2,200 円引き︕︕

お客様をサポートする４つのサービス

お問い合わせは、お電話・メール・別添チラシのアンケート用紙より承ります！



PCからは

協会ＨＰに簡単アクセス

検索大阪宅建協会

令和元年10月15日発行（毎月15日発行） 通巻611号 平成元年8月23日 第3種郵便物認可
編集・発行人／阪井一仁　発行責任者／塔本吉成
発行所／（一社）大阪府宅地建物取引業協会　（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2-2-1　TEL：06-6943-0621（代表）
編集協力／アットホーム株式会社
定価50円
※当誌の内容、テキスト、画像、イラスト等の無断転載・無断使用を禁止します。

令和元年10月15日発行（毎月15日発行） 通巻611号
平成元年8月23日第3種郵便物認可

人・すまい・地域をつなぐ懸け橋

（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部
（一社）大阪府宅地建物取引業協会
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　たくっちノベルティ　会員向け販売のお知らせ
　このたび、会員の皆さまを対象に、お客様への譲渡や宣伝等にご活用いただくため、大阪宅建協会
キャラクター「たくっち」のノベルティを販売することになりました。下記ノベルティにつきまして、
購入を希望される商品の個数をご記入の上、大阪宅建協会　企画事業部までFAX（06-6809-4462）を
お送りください。

（在庫分の販売になりますので、在庫が無くなり次第終了となります。）
１　たくっちビニール袋 ２　たくっちクレラップ ３　たくっちフリーザーバッグ

４　たくっちボールペン
（インキ色：黒）

５　たくっちミニぬいぐるみ ２～５の大きさ比較

 １セット値段（税込） ①
　￥100　【10袋入り】
　￥600　【10個入り】
　￥400　【10個入り】
　￥700　【10本入り】
　￥800　【5個入り】

購入希望セット数②
　　　　　  セット
　　　　　  セット
　　　　　  セット
　　　　　  セット
　　　　　  セット

　　合計（①×②）
 ￥
 ￥
 ￥
 ￥
 ￥

番号
１
２
３
４
５

　　　　　品名
たくっちビニール袋
たくっちクレラップ
たくっちフリーザーバッグ
たくっちボールペン（黒色）
たくっちミニぬいぐるみ

※送料は別途かかります。
総額 ￥　

会　社　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（　　　　　　　 　）店
住　　所：
氏　　名：
免許番号：大臣・大阪府知事 　（　　）　　　　　　　　号
電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　FAX番号：
注文書送付先FAX：06-6809-4462

※注文書到着後、内容確認のため、折り返しご連絡させていただきます。
※内容確認後、請求書を郵送させていただきます。
　（お支払いは銀行振込のみです。振込手数料は貴社にてご負担下さい。）
※振込確認後、商品を協会本部または丸二倉庫（株）から着払いにて送付させていただきます。
※不良品以外の返品は不可とさせていただきますので、ご了承ください。
問い合わせ先：大阪宅建協会　企画事業部（担当：花立）　TEL：06-6809-4461

☆たくっちノベルティ　注文書☆

◉規約違反に対する違約金課徴の広告事例
◉不動産開業支援セミナー　開催のお知らせ

「不動産テックを
  知っていますか？」特集

ハナタテ

　たくっちノベルティ　会員向け販売のお知らせ




